
謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

この度、令和４年６月２８日付け厚生労働省保険局医療課長の通知「保医発０

６２８第４号」により、検査項目に検査実施料が新設および一部変更されました

ので、下記の通りご案内いたします。

謹白

■ 新規保険収載項目

■ 保険収載内容 一部変更項目

■ 適用日

２０２２（R４）年  ７月  １日 (金）から適用

検査実施料に関するお知らせ ( 管理番号：22-0099 )
2022年7月　C

記

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・インフルエンザ核酸同時検出（検査委託）

検 査 項 目 保険点数

コクリントモプロテイン（ＣＴＰ）検出

７００点

４６０点

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・ＲＳウイルス核酸同時検出（検査委託）
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・ＲＳウイルス核酸同時検出（検査委託以外）

７００点

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２核酸検出（検査委託） ７００点

検 査 項 目 保険点数
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▼ 詳細内容
太字下線部分が変更されました。

ア 　コクリントモプロテイン（ＣＴＰ）検出は、ＥＬＩＳＡ法により、外リンパ瘻

を疑う患者に対して、診断のために中耳洗浄液中のコクリントモプロ

テイン（ＣＴＰ）を測定した場合に、本区分の「６３」血管内皮増殖因子

（ＶＥＧＦ）の所定点数を準用して算定する。なお、本検査を実施する

場合は関連学会が定める適正使用指針を遵守すること。

イ 　本検査を実施した場合、区分番号「Ｄ０２６」検体検査判断料につい

ては、「１」尿・糞便等検査判断料を算定する。

コクリントモプロテイン（ＣＴＰ）検出

４６０点

尿・糞便等検査判断料 （３４点）

「Ｄ００７」血液化学検査の「６３」

備　　考

診療報酬点数表区分

検査項目

保険点数

判 断 料
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ア 　ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・ＲＳウイルス核酸同時検出は、COVID-19の患

者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV-2及びＲＳウイルスの

核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬

品を用いて、ＰＣＲ法（定性）により、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい

液中のＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２及びＲＳウイルスの核酸検出を同時に行っ

た場合に、検査の委託の有無にかかわらず、本区分の「１０」ＨＰＶ核

酸検出の所定点数２回分を合算した点数を準用して算定する。なお、

採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送

規則に関するガイダンス２０１３－２０１４版」に記載されたカテゴリ－

Bの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以

外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、検査を実施した

施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 　ＣＯＶＩＤ－１９の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的と

して本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように

合算した点数を１回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果

が陰性であったものの、ＣＯＶＩＤ－１９以外の診断がつかず、本検査

を再度実施した場合は、上記のように合算した点数をさらに１回に限

り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬

明細書の摘要欄に記載すること。

ウ 　ＣＯＶＩＤ－１９の治療を目的として入院している者に対し、退院可

能かどうかの判断を目的として実施した場合は、「感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウ

イルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改

正）」（令和３年２月２５日健感発０２２５第１号）の「第１退院に関す

る基準」に基づいて実施した場合に限り、１回の検査につき上記の

ように合算した点数を算定する。なお、検査を実施した日時及びそ

の結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

エ 　ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・ＲＳウイルス核酸同時検出を実施した場合、

区分番号「Ｄ０１２」感染症免疫学的検査の「２３」ＲＳウイルス抗原

定性、区分番号「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量検査のＳＡＲＳ－

ＣｏＶ－２核酸検出、ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・インフルエンザ核酸同時

検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２

を含む。）については、別に算定できない。

オ 　本検査を算定するに当たっては、本区分の「１０」の「注」に定める

規定は適用しない。

検査項目
　　　ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・ＲＳウイルス核酸同時検出（検査委託）

　　　ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・ＲＳウイルス核酸同時検出（検査委託以外）

備　　考

保険点数 ７００点（３５０点×２回分）

判 断 料 微生物学的検査判断料 （１５０点）

診療報酬点数表区分 「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量検査の「１０」
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ア 　ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２核酸検出は、検査の委託の有無にかかわらず、

本区分の「１０」ＨＰＶ核酸検出の所定点数２回分を合算した点数を準

用して算定する。なお、採取した検体を、国立感染症研究所が作成し

た「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス２０１３－２０１４版」に

記載されたカテゴリーＢの感染性物質の規定に従って、検体採取を行

った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場

合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載する

こと。

ア 　ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・インフルエンザ核酸同時検出は、ＣＯＶＩＤー１９

の患者であることが疑われる者に対し、ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２及びインフ

ルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得て

いる体外診断用医薬品を用いて、ＰＣＲ法（定性）により、唾液、鼻咽

頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２及びインフルエ

ンザウイルスの核酸検出を同時に行った場合に、検査の委託の有

無にかかわらず、本区分の「１０」ＨＰＶ核酸検出の所定点数２回分

を合算した点数を準用して算定する。なお、採取した検体を、国立感

染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス

２０１３－２０１４版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に

従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を

委託により実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細

書の摘要欄に記載すること。

検査項目 ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２核酸検出（検査委託）

保険点数 ７００点（３５０点×２回分）

判 断 料 微生物学的検査判断料 （１５０点）

診療報酬点数表区分 「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量検査の「１０」

備　　考

検査項目 ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２・インフルエンザ核酸同時検出（検査委託）

～（略）～

備　　考

保険点数 ７００点（３５０点×２回分）

判 断 料 微生物学的検査判断料 （１５０点）

診療報酬点数表区分 「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量検査の「１０」

～（略）～
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